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人権教育の指導方法等の在り方について（通知）

「人権教育・啓発に関する基本計画」（平成１４年３月閣議決定）に基づき、文部

科学省では「人権教育の指導方法等に関する調査研究会議」を設け、学校教育にお

ける人権教育の指導方法等の在り方について検討を行ってきたところであり、この

たび同会議において別添のとおり「人権教育の指導方法等の在り方について［第三

次とりまとめ]」がとりまとめられました。

この「第三次とりまとめ」は、「指導等の在り方編」及び「実践編」の二編からな

り、これまでのとりまとめが示した基本的考え方を基にしつつ、全国の学校関係者

が、人権教育の指導方法等への理解をより一層深め、具体ii<〕な実践につなげていけ

るよう、掲載事例等の充実を図っています。

ついては、同とりまとめの趣旨を踏まえ、学校教育における人権教育の一層の改

善・充実に努められるようお願いいたします。

なお、都道府県教育委員会指導事務主管課、指定都市教育委員会指導事務主管課

及び都道府県私立学校主管課におかれては、域内の市町村教育委員会、所管又は所

轄の学校に対して、国立大学法人におかれては、管下の学校に対して、このことを

周知されるようお願いします。
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